
 

                                                       日薬業発第３６８号 

                                                  平成３０年３月８日 

 

都道府県薬剤師会 

 学術関係担当役員 殿 

 

                                                 日本薬剤師会 

                                                   副会長 鈴木 洋史 

 

臨床研究法に係る通知の送付について 

 

 平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、厚生労働省医政局研究開発振興課長より、下記のとおり

通知がございましたので、お知らせいたします。 
 つきましては、会務ご多用のところ恐縮ながら、貴会会員にご周知下さるよう

お願い申し上げます。 

 
記 
 

 ・平成 30 年 3 月 2 日厚生労働省医政局研究開発振興課長通知 
  「臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保に必要な措置について」 
 ・平成 30 年 3 月 2 日厚生労働省医政局研究開発振興課長通知 
  「臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について」 

 

※上記通知も含め臨床研究法については、こちら（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000163417.html）に掲載されております。 

以上 
 
 












































































